
懸賞付き定期預金「タコちゃん・ドリーム」規定 

日新信用金庫  
１ .預 入資 格  

この定期預金は、次のいずれかの条件にあてはまる個人のお客さまに限りお預け入れできます。 

(1)この定期預金の新規預入金額は 1契約 10万円以上とします。 

(2)この定期預金は預入期間 1年の単利型元金継続扱いのみとします。 

(3)この定期預金の預入形態は、通帳式（総合口座の取扱いも可）に限ります。 

２．お預 入限度額  

預入資格のあるお客さまは 1契約 10 万円以上かつ 1,000 万円の範囲とします。 

３．定期預金の種類 

   この定期預金は、預入期間１年の単利型元金継続扱いとして取扱いします。 

４. 預金名義 

  この定期預金の名義は預入資格に該当するお客さまの名義に限ります。 

５ .適 用利 率  

(1) この定期預金の適用利率は、初回適用利率（税引き前）は、契約日における店頭表示のスーパー定期 1年ものの利

率とします。 

(2) この定期預金の自動継続後の適用利率は、継続日における店頭表示のスーパー定期１年ものの利率とします。 

(3) この定期預金を満期日（自動継続をしたときはその満期日をいいます。以下同じです。）の前日までに解約する場

合、次の中途解約利率を適用します。ただし、中途解約利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預

金利率を適用します。なお、中途解約利率については金融情勢に応じて変更することがあります。 

〈中途解約利率〉 

預入期間６ヶ月未満 ………………「普通預金利率」 

預入期間６ヶ月以上１年未満…「約定利率×50％（小数点第４位以下は切捨て。）」 

６．利 息 

(1) この定期預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預入期間に応じた利率によって単利の方法で

計算し、満期日に支払います。 

(2) お客さまの申し出によって当金庫がやむをえないと認めてこの定期預金を満期日前に解約する場合、その利息は

預入日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた５．(3)の中途解約利率によって単利の方法で計算し、

この預金とともに支払います。 

(3) この定期預金の付利単位は１円とし、１年を 365 日として日割りで計算します。 

７.懸賞金抽選権 

この定期預金は、1口（10 万円）につき 1本の抽選権とします。その抽選番号は通帳記載の通りとします。また、10

万円未満の預金部分については抽選権がありません。 

８.懸賞 

(1) 通帳の抽選番号が当選した場合は、商品概要説明書記載の等級に応じた懸賞金を、満期日に利息振替口座に自動的

にお支払いいたします。 

(2) この定期預金を中途解約した場合、抽選権は失効します。したがって、当該抽選番号が当選した場合でも、懸賞金

はお支払いいたしません。 

(3) １つの抽選番号に対して重複して当選番号がある場合の懸賞金は、合算して最大１０万円のお支払いとなります。 

９.抽選日 

通帳記載の抽選日は、諸般の事情により変更となることがあります。 

１０. 自動継続後のお取り扱い 

(1) この預金は、満期日に預入期間１年の懸賞付き定期預金に自動継続いたします。なお、継続後の懸賞内容について

は、販売の都度決定いたします。 

(2) 金融情勢の変化等により、本商品の販売ならびに継続を取り止めさせていただく場合がございます。その際は、店

頭等でお知らせするとともに、ご契約の定期預金は抽選番号の付かないスーパー定期（預入期間 1年）に自動継続

させていただきます。 

(3)  自動継続後の、新抽選番号については、別途郵送で通知いたします。 

１１.総合口座の担保とした場合の取扱い 

   この定期預金は、総合口座の担保とすることができます。 

   この場合の貸越利率はこの定期預金の適用利率に定期性総合口座取引規定記載の利率を加えた利率とします。 

１２.一部解約の取扱い 



一部解約の取扱いはできません。 

１３．そ の 他 

   本規定に定めのない事項については、｢定期預金共通規定｣、｢自動継続自由金利型定期預金(Ｍ型)規定(スーパー定 

期)｣および｢定期性総合口座取引規定｣により取扱います。 

（2025 年 7月 1日現在） 

 


